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   論旨
　2002年8月9日，企業会計審議会から「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関
する意見書」が公表された．事業用の土地や建物などの固定資産の含み損を貸借対照
表および損益計算書に反映させる，すなわち，資産デフレの状態を財務諸表上に表面
化させることが減損処理であり，不動産が企業の総資産に占める割合は大きいため，
その結果が企業に及ぼす影響は多大である．本稿では，減損の概念および減損の兆候・
減損損失の認識・減損損失の測定という減損処理の一連の手順について，類似・関連
する従来の規定との比較，国際会計基準および米国会計基準との比較を交えながら減
損会計基準の実態や問題点に迫りたい．

固定資産の減損会計研究

中野     一豊
（豊橋創造大学大学院修士課程）夏目藤一郎
はじめに

 固定資産の会計処理に関する検討は，
1999年12月から企業会計審議会第一部会
において行われ，固定資産に係る日本の会
計実務や海外の会計基準およびその動向に
ついて審議が繰り返された結果，固定資産
の会計処理に関する最優先課題は減損の処
理であり，会計基準の整備の必要性が確認
された．以降，2000年6月に「固定資産
の会計処理に関する論点の整理」が公表さ
れ，2000年7月に当該審議部会が第一部
会から固定資産部会に引き継がれてから
は，2001年7月の「固定資産の会計処理
に関する審議の経過報告」の公表，2002
年4月の「固定資産の減損に係る会計基準
の設定に関する意見書（公開草案）」の公
表を経て，2002年8月9日に「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する意見
書」（以下，「減損会計基準」という）が公
表されるに至った．
 「減損会計基準」前文一，二において，
その設定経緯や会計基準の必要性が記載さ
れている．ここでは，市場の国際化の進
展に伴い会計基準の国際的調和が喫緊の課
題であるとし，不動産をはじめ固定資産の
（正味売却）価格や収益性（使用価値）が
著しく低下している昨今の状況（つまり，
資産デフレの状況）において帳簿価額を過
大計上したまま将来への損失を繰り延べて
いるという疑念があるため，（国際的に日
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本基準の）財務諸表の信頼性が損なわれて
いる1) という指摘もあり，固定資産の減損
会計基準の設定が必要であるとしている．
 なお，国際会計基準において投資不動産
の会計処理（時価基準と原価基準の選択適
用を認めている）が定められたことを受
け，企業会計審議会においても，どのよう
に対処するかについて審議されてきた．し
かし，活発な市場のある一部の金融資産の
ように投資不動産の時価を客観的に判断す
ることは困難であり一般に時価の変動を企
業活動の成果とは捉えないという考え方か
ら，他の有形固定資産と同様に取得原価基
準による会計処理を行い，「減損会計基準」
の規定に従って減損処理を行うことが適当
である（「減損会計基準」前文六を参照）とし
て，「減損会計基準」本文には別段の規定
は設けられていない．
 このように，日本の「減損会計基準」は，
会計基準の国際的調和化を図りつつも，あ
くまでも取得原価基準の枠組みの中に取り
入れられた処理であるということを踏まえ
て，本稿を進めていきたい．

1．減損の基礎的概念

 固定資産の減損とは，資産の収益性の低
下により投資額の回収が見込めなくなった
状態であり，減損処理とは，そのような場
合に，一定の条件の下で回収可能性を反映
01） 1999年3月期決算より，日本基準における英文財務
れる． 「この財務諸表は，日本以外の国または地域で一
に準拠して，財政状態，経営成績，キャッシュ・フロー

02） 全国上場企業のうち実施予定も含めて，12社に1社
付け日本経済新聞より）

03） 「減損会計基準」前文五　「土地の再評価に関する法
価後の帳簿価額に基づいて減損会計を適用する．減損
については，企業会計基準委員会において適切に措置し

04） 平松朗「減損会計の導入の経緯と今後の課題」『企業
させるように帳簿価額を減額する会計処理
である（「減損会計基準」前文三）．
 大雑把に言えば，「減損」（impairment）
とは前述の通りであるが，本節では，時価
主義会計と取得原価主義会計が混在する日
本の会計基準の枠組みにおいて，「減損」
の位置付けを類似・関連する諸規定との比
較により明確にすることで基礎的概念を浮
き彫りにしていきたい．
 まず，1998年3月に施行された「土地
の再評価に関する法律」（以下，「土地再評
価法」という）について説明する．
 「土地再評価法」は2002年3月31日まで
の選択適用の時限立法で，当初は銀行の自
己資本増強を目的とした政策的会計処理で
ある．販売目的のものを除く事業用土地
が再評価の対象となっており，再評価差額
金は，土地の含み損益を通算して税効果会
計を考慮の上で資本の部の利益準備金の次
に表示される．固定資産の含み損処理の
みを義務づける減損会計導入をにらんで，
含み益と含み損とを相殺できる「土地再評
価法」を適用した企業が相次いだ．2)

 なお， 減損処理を行った場合の再評価差
額金の取扱い3) については，個別の法令の
解釈や運用に関わる問題であり，会計基準
の定めを設けることにはなじまない4) が，
会計基準委員会における適切な措置が今後
の課題として残されている．
 次に，監査委員会報告第69号「販売用
諸表では，次のような警句が注記される例がみら
般に公正妥当と認められた会計基準及び会計実務
を表示することを意図されたものではない．」
（200社超）が同法を活用した．（2002年3月8日

律」により再評価を行った土地については，再評
処理を行った場合の土地再評価差額金の取扱い等
ていくことが適当である．
会計』2002年11月，Vol. 54 No. 11，p. 5
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不動産等の強制評価減の要否の判断に関す
る監査上の取り扱い」（以下，「 販売用不
動産等の強制評価減」という）について説
明する．
 分譲マンションなどの販売目的不動産
は，流動資産の棚卸資産に計上される．バ
ブル期に購入・建設されたものについて，
多額の含み損を抱えたまま実態的なデッ
ド・ストックとなっているにも拘らず，時
価の算定が困難であるとか土地については
物理的な陳腐化がないなどの理由により低
価基準による棚卸評価減が実施されない
ケースが見受けられたことに伴い，これら
の含み損の早期処理促進のために2000年
7月に日本公認会計士協会により「販売用
不動産等の強制評価減」が公表された．こ
こでは，販売用不動産の時価を，時価＝販
売見込額－販売経費見込額と規定し，これ
らの時価が取得価額のおおむね50％を下
回る場合，相当期間内に時価がおおむね取
得原価まで回復する見込みがある場合を除
いて，時価まで評価減することを求めてい
る．販売用不動産等は流動資産であり，
減損会計の適用対象資産からは外れるが，
回収可能価額の算定に本来の適用目的があ
るとされる低価基準により資産評価をする
という点では，思考的には減損の考え方と
共通している．
 さらに，減損に類似した規定として，臨
時損失と臨時償却とがある．
 臨時損失5) とは， 災害，事故などで固定
05） 商法34条2項　「固定資産ニ付テハ其ノ取得価額又ハ
テハ毎決算期ニ相当ノ減額ヲ為シ予測スルコト能ハザ
要ス」

06） 日本公認会計士協会監査委員会報告3号「減価償却
却とは，正規の減価償却計算に適用している耐用年数
できなかった機能的原因等により著しく不合理となっ
正し，これに基づいて一時に行われる減価償却累計額
資産が物理的に滅失した場合に貸借対照表
価額を減額して計上する処理であり，臨時
償却6) とは，減価償却計算に適用されてい
る耐用年数の短縮や残存価額の修正に基づ
いて行われる減価償却累計額の修正処理で
ある．
 たしかに，臨時損失および臨時償却は，
ともに資産の回収可能性を帳簿価額に反映
させなければならない場合であり，事業用
資産の過大な帳簿価額を減額し，将来に損
失を繰り延べない会計処理という点では本
節冒頭の後半部分と一致している．しか
し，両者には，経済環境悪化による収益性
の低下や市場価格の下落などは想定されて
いないという点において減損の概念とは一
線を画している．
 かくして， 日本の会計基準の枠組みにお
ける「減損」の位置付けが明確になった訳
である．経済環境悪化による収益性の低
下や市場価格の下落などは，従来の減価償
却の枠を超えて対処すべき概念であり，日
本における減損会計の導入は資産デフレが
もたらした産物といえよう．

2．減損会計基準の概要

 「減損会計基準」では，固定資産に分類
される資産を対象資産としている．ただ
し，固定資産であっても，例えば，「金融
商品に係る会計基準」における金融資産や
「税効果会計に係る会計基準」における繰
製作価額ヲ附シ毎年一回一定ノ時期，会社ニ在リ
ル減損ガ生ジタルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ

に関する会計処理及び監査上の取り扱い」「臨時償
又は残存価額が，設定に当たって予見することの
た場合等に耐用年数を変更し，又は残存価額を修
の修正のための減価償却をいう」
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延税金資産などについては，それぞれの会
計基準において減損処理の定めがあるため
対象資産から除外されている．
 減損損失の認識と測定の手順は，資産を
現金生成単位にグルーピングした上で，①
減損の兆候，②減損損失の認識（割引前将
来キャッシュ・フロー総額＜帳簿価額），
③減損損失の測定（回収可能価額＜帳簿価
額）の3段階で構成されており，これらを
満たした場合には，減損処理を行うことに
なる．本節では，減損処理の手順を中心
に論ずる．

1）資産のグルーピング
 減損損失の認識をするかどうかの判定と
減損損失の測定をするに当たり，資産のグ
ルーピングは，他の資産または資産グルー
プのキャッシュ・フローから概ね独立した
キャッシュ・フローを生み出す最小単位
現金生成単位）で行う（「減損会計基準」本
文二，2，（1）参照）．
 キャッシュ・フローを生み出す最小単位
現金生成単位）とは，具体的にはどのよ
うな単位なのか．「実務的には，管理会計
上の区分や投資の意思決定（資産の処分や
事業の廃止に関する意思決定を含む．）を
行う際の単位等を考慮」（「減損会計基準」前
文四，2，（6），①参照）するとあるが，具体
的な事例は「減損会計基準」の注解にも記
載されていない．そこで，国際会計基準
International Accounting Standards; 以
下，IAS という）36号の例示の一部を挙
げてみる．
① 小売業 Aは B地域に5店舗を有し，そ
の1つがC店である．5店舗の仕入れは
本社レベルで行われ販売政策も全店舗
共通であるが，各店舗の顧客はそれぞ
れ異なり損益は店舗ごとに管理されて
いる．この場合，C店舗は他の店舗か
ら独立したキャッシュ・フローを生成
しているため，「現金生成単位」とする
ことができる．

② バス会社 Dは5つのバス路線を有し，
それぞれにキャッシュ・フローを識別
できる．ただし，市との契約によって
バス路線を設置したものであり，その
契約上，Dの任意ではバス路線を削除
することができない．この場合，それ
ぞれのバス路線は独立したキャッ
シュ・フローを生成しないため，「現金
生成単位」は全路線合計のキャッシュ・
フローとなる．

 いずれの場合にも，資産のグルーピング
に当たっては，企業の内部情報に依存しな
くてはならない．主観的な判断に偏らな
いためにも，IAS36号の例示のようなある
一定程度の指標設定が待たれるところであ
る．

（2）減損の兆候
 減損の兆候とは，資産または資産グルー
プに減損が生じている可能性を示す事象を
いい，減損の兆候があるとみなした場合に
は，当該資産または資産グループについ
て，減損損失を認識するかどうかの判定を
行う．減損の兆候としては，例えば，次
の事象が考えられる（「減損会計基準」本文二，
1参照）．
① 資産または資産グループが使用されて
いる営業活動から生じる損益又は
キャッシュ・フローが，継続してマイ
ナスとなっているか，あるいは，継続
してマイナスとなる見込みであること．

② 下記のような資産または資産グループ
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が使用されている範囲または方法につ
いて当該資産または資産グループの回
収可能価額を著しく低下させる変化が
生じたか，あるいは，生じる見込みで
あること（「減損会計基準」注解注2参照）．

 ア  資産または資産グループが使用され
ている事業を廃止または再編成する
こと

 イ  当初の予定よりも著しく早期に資産
または資産グループを処分すること

 ウ  資産または資産グループを当初の予
定と異なる用途に転用すること

 エ  資産または資産グループが遊休状態
になったこと

③ 資産または資産グループが使用されて
いる事業に関連して，経営環境が著し
く悪化したか，あるいは， 悪化する見
込みであること

④ 資産または資産グループの市場価格が
著しく下落したこと

 企業は，内部管理目的の損益報告や事業
の再編等に関する経営計画などの企業内部
の情報や，経営環境や資産の市場価格など
の企業外部の要因に関する情報に基づき，
減損の兆候がある資産または資産グループ
を識別することになる．
 保有する減損対象資産すべてについて，
減損損失の認識をするかどうかの判定をす
ることは，実務上の負担があまりにも大き
くなるため，減損損失の兆候のある資産に
ついてのみ，次のステップ（減損損失の認
識）に進むこととなっている．

3）減損損失の認識の判定
 減損損失の認識規準，つまり，帳簿価額
を減額する固定資産の減損処理をどのよう
な場合に行うかについては，以下のような
規準がある．
① 永久規準（permanent criterion）減損
損失が永久であると考えられる場合に
認識する規準

② 蓋然性規準（probability criterion）資
産の帳簿価額が回収できない可能性が
高い場合に認識する規準

③ 経済規準（economic criterion）回収
可能価額が帳簿価額を下回る場合に直
ちに認識する規準

 「減損会計基準」において，減損の兆候
がある資産または資産グループについての
減損損失を認識するかどうかの判定は， 資
産または資産グループから得られる割引前
将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額
との比較により行い， 資産または資産グ
ループから得られる 割引前将来キャッ
シュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場
合に減損損失を認識する（「減損会計基準」
二，２参照）と定められている．
 また，前節でも述べたように，減損処理
は， 資産の収益性の低下により投資額の回
収が見込めなくなった場合に，一定の条件
の下で回収可能性を反映させるように帳簿
価額を減額する会計処理であるが，「減損
損失の測定は，将来キャッシュ・フローの
見積りに大きく依存する． 将来キャッ
シュ・フローが約定されている場合の金融
資産と異なり，成果の不確定な事業用資産
の減損は，測定が主観的にならざるを得な
い．その点を考慮すると，減損の存在が
相当程度に確実な場合に限って減損損失を
認識することが適当である．」（「減損会計基
準」前文四，2，⑵，①）としている．
 つまり，  減損の存在が相当程度に確実
な場合に限って減損損失を認識するため
に，帳簿価額との比較対象を割引前将来
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キャッシュ・フローの総額としたことは， 
減損損失を認識のハードルを高くしたこと
を示しており， 「減損会計基準」では蓋然
性規準（確率基準ともいう）を採用してい
ることになる．
 また，割引前将来キャッシュ・フローを
見積もる期間は，資産の経済的残存使用年
数または資産グループ中の主要な資産7) の
経済的残存使用年数と20年のいずれか短
い方としている．

4）減損損失の測定
 減損損失を認識すべきであると判定され
た資産又は資産グループについては，帳簿
価額を回収可能価額まで減額し，当該減少
額を減損損失として当期の損失とする（「減
損会計基準」本文二，3）．
 この場合，企業は，資産又は資産グル－
07） 「減損会計基準」注解注3　主要な資産とは，資産グ
て最も重要な構成資産をいう．

図表1　減損会

固定資産のグル

資産または資産グループに

減損損失の
  　　減損の兆候がある資産または
  　　割引前将来キャッシュ・フロ
  　　割引前将来キャッシュ・フロ

減損損失の
  　　回収可能価額（正味売却価額
  　　金額の高い方）を帳簿価額か

  　　    当該差額を減損損失とし

Y

Y

プに対する投資を売却と使用のいずれかの
手段によって回収するため，売却による回
収額である正味売却価額（資産又は資産グ
ル－プの時価から処分費用見込額を控除し
て算定される金額）と，使用による回収額
である使用価値（資産又は資産グル－プの
継続的使用と使用後の処分によって生ずる
と見込まれる将来キャッシュ・フローの現
在価値）のいずれか高い方の金額が固定資
産の回収可能価額になる．
 また，正味売却価額を算定する場合の時
価とは，公正な評価額であり，通常，それ
は観察可能な市場価格をいうが，市場価格
が観察できない場合には合理的に算定され
た価額がそれに該当することになる（「減損
会計基準」前文四，2，⑶）．
 減損損失の認識規準について 「減損会計
基準」は，蓋然性規準のアプローチを採っ
ループの将来キャッシュ・フロー生成能力にとっ

計の手順

ーピング

減損の兆候があるか？

認識
資産グループについて
ーの総額を見積もる．
ー＜帳簿価額か？

測定
か使用価値のいずれか
ら差し引く．

　　      て特別損失に計上      減損しない

ES

ES
NO

NO
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（

ており，割引前将来キャッシュ・フローの
総額が帳簿価額を下回るときに減損損失を
認識することについては前述した通りであ
るが，減損損失の測定については，将来
キャッシュ・フローの現在価値を用いてい
る．
 減損損失の測定のポイントは，帳簿価額
と比較する回収可能価額として，正味売却
価額を選択するか使用価値を選択するかに
あるといえる．

5）将来キャッシュ・フロー
 （3）減損損失の認識の判定および（4）
減損損失の測定における回収可能価額を使
用価値とする場合には，将来キャッシュ・
フローを見積もる必要がある．
 減損損失の測定における回収可能価額を
正味売却価額とする場合については，地価
公示価格，都道府県基準地価格，固定資産
税評価額，地価税法の時価（路線価）など
の客観的な外部情報に基づき算定すること
が可能であり，日本における銀行の不動産
担保価格の査定方法では比較事例法として
定着している．
 これに対し，減損損失の認識の判定およ
び減損損失の測定における回収可能価額を
使用価値とする場合，将来キャッシュ・フ
ローの見積りという，従来，一般的には馴
染みの薄い算定方法が必要になる．
 算定結果の客観性の面では，当該資産所
有者とは独立した第三者の外部情報による
正味売却価額の方が優れており，算定の事
務的負担も小さいというメリットもある
が，減損損失の測定における回収可能価額
は，正味売却価額か使用価値のいずれか金
額の大きい方とされているため，正味売却
価額＜使用価値の場合は将来キャッシュ・
フローの現在価値を算定しなければならな
い．
 将来キャッシュ・フローの見積りは，銀
行の不動産担保価格の査定方法のひとつで
ある収益還元法に類似するが，この手法は
賃貸用不動産などの投資不動産に対して用
いられる手法である．賃貸用不動産につ
いては，毎月の家賃等（キャッシュ・イン・
フロー）と維持費用等（キャッシュ・アウ
ト・フロー）の見積りが比較的単純で，賃
貸借契約によりキャッシュ・イン・フロー
の客観性も担保できるため，外部への説得
力にも問題はない．
 しかし，「減損会計基準」における使用
価値の算定対象資産には一部に投資目的の
不動産も含まれるが，主たる算定対象は自
己所有目的の不動産である．企業に固有
の事情を反映した合理的で説明可能な仮定
および予測に基づき，資産または資産グ
ループの現在の使用状況および合理的な使
用計画等を考慮（「減損会計基準」本文二，4，
⑴，⑵参照）して将来キャッシュ・フロー
を見積もるため，企業の内部情報に依拠す
る部分が大きくなり，見積り結果の客観性
を担保するためには相当の理論武装が必要
である．また，将来キャッシュ・フロー
の見積方法に関して，企業ごとの裁量的判
断を抑制するためには実務指針等の策定も
必要であると思われる．

6） 使用価値の算定に際して用いられる
割引率

 減損損失の認識の判定に当たっては，割
引前将来キャッシュ・フローの総額を算定
して，これを帳簿価額と比較するが，減損
損失の測定に当たり使用価値を回収可能価
額とする場合には，将来キャッシュ・フ
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ローの現在価値を算定して，これを帳簿価
額と比較する．
 将来キャッシュ・フローの現在価値と
は，割引前将来キャッシュ・フローの総額
を見積当該資産に係る一定の割引率で除し
て現在価値に引き直したものであり，割引
現在価値（ディスカウント・キャッシュ・
フ ロ ー，Discounted Cash Flow; DCF）
ともいう．
 将来 CF総額÷割引率＝現在価値
 銀行の資産査定厳格化の一環として，
DCF 法の導入の可否が物議を醸したこと
は記憶に新しいが，銀行の資産査定の査定
対象資産は貸出金であり，割引率の設定に
ついては貸出金の約定利率や貸倒引当率が
定められているために算定は容易であり，
かつ，算定結果の客観性も得られやすいと
いえる．

<DCF 法の公式 >
　現在価値＝  CF1/(1+r)1+CF2/(1+r)2+

・・・+CFt/(1+r)t

　 ※  r は割引率，CF は各年度の正味
キャッシュ・フロー，割引率は1年
度から t 年度までの CF割引現在価
値の合計，割引率は1年度目から t
年度目までの間の複利計算

 これに対して，一般企業の保有する事業
用不動産については，当該企業固有の事情
を割引率に反映させるにあたり表面的な数
値基準はないため，算定結果の客観性を得
るための合理的な割引率設定は困難な作業
である．
 割引率の基本的な機能は，時間価値の考
慮（現在価値の算定）と固有のリスクの反
映という点にあるとされており，使用価値
の算定に際して用いられる割引率は，貨幣
の時間価値を反映した税引前の利率とする
（「減損会計基準」本文二，5前半部分）として
いる．「貨幣の時間価値を反映」とは，つ
まり，市場価値を割引率に反映させること
であり，減損処理が税引前当期純利益の段
階で行われることから「税引前」とされて
いるのだが，市場価値の算定が困難なとき
はどうすればよいのか．また，割引率の
もうひとつの基本的機能である「固有リス
クの反映」とは，具体的にどのように反映
すればよいのだろうか．いずれも，実務
指針等による適切な措置が必要である．

7）減損の戻入れ
 減損の戻入れは，行わない（「減損会計基
準」三，1）．
 その理由は，減損処理は回収可能価額の
見積りに基づいて行われるため，その見積
りに変更があり，変更された見積りによれ
ば減損損失が減額される場合には，減損損
失の戻入れを行う必要があるという考え方
もあるが，「減損会計基準」においては，
減損の存在が相当程度確実な場合に限って
減損損失を認識および測定することとして
いること，また，戻入れは事務的負担を増
大させるおそれがある（「減損会計基準」前
文四，3，⑵）ことなどに求められる．
 言い換えれば，減損損失の認識のハード
ルを高くして（蓋然性規準），減損損失を
認識する可能性が経済規準を採用した場合
よりもよりも低いのであるから，減損の戻
入れは認めないということであろう．
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3．  国際会計基準および米国会計基準
との比較

 主要な資産の減損に関する会計基準に
は，国際会計基準（IAS）36号「資産の
減損」（Impairment of Assets）と米国
財務会計基準（Statements of Financial 
Accounting Standards; SFAS）144号「長
期性資産の減損または処分の会計処理」
（Accounting for the Impairment or 
Disposal of Long-Lived Assets）とがある．
 減損に係る処理が最初に基準化されたの
は，SFAS121号である．1980年前後のア
メリカでは，自主的に減損を計上する企業
が増加したが，実務処理に関する具体的な
指針がないため，各企業の裁量的判断によ
る減損処理が行われていた．その結果，
多様でまちまちな実務が発生し，企業およ
び会計年度によって一貫性のない財務報告
が提出されるという財務諸表の信頼性その
ものに悪影響を及ぼしかねないという状況
に陥った． こうした状況に呼応して，
AICPA（米国公認会計士協会）は，1980
年に論点提示書「固定資産の帳簿価額全額
が回収できない場合の会計処理」を FASB
（米国財務会計審議会）に送付し，減損に
係る明確な指針を確立するように求めた．
FASC（財務会計基準諮問委員会）におい
ても審議を開始し，その結果，1995年に
SFAS121号が正式基準として公表された．
この後，SFAS121号の改定基準として，
2001年に公表されたのが現行の SFAS144
号である．
 こうしたアメリカでの動きが，IASC（国
際会計基準委員会）にも波及した．特に，
1995年に，IOSCO（証券監督者国際機構）
が IAS を承認する条件として，その「コア・
スタンダード」に減損会計を求めたため，
減損会計の基準設定が急務となった．そ
の後，1997年の公開草案を経て，1998年
の IAS36号の設定に至った．
 これまで述べたように，IAS36号，日本
基準は，多様な減損実務が先行して存在し
た SFAS121号および SFAS144号に引っ
張られるかたちで設定されたといってよ
い．
 三者の比較をすると，減損の認識規準と
減損の戻し入れとの関連性，減損損失の測
定方法にその特徴が表れている．
 まず，減損の認識規準については，
SFAS144号と日本基準が蓋然性基準のア
プローチを採用しているのに対し，IAS36
号は経済基準のアプローチを採用してい
る．言い換えれば，SFAS144号と日本基
準は将来キャッシュ・フロー，IAS は回収
可能価額を帳簿価額との比較に用いて，減
損の認識の判定を行っている．蓋然性基
準のメリットは，実際上，減損処理を行う
頻度が少なくなり，実務上の負担が少なく
なることや， 将来キャッシュ・フローの見
積り誤差の影響により，減損処理の可否の
判断が分かれる可能性を削減できるという
ところにある．一方，経済基準を用いた
場合には，資産の回収可能性に関する情報
を，蓋然性基準を用いた場合と比較し，財
務諸表への表示が積極的にできるというメ
リットがある．
 次に，減損損失の認識に関連して，減損
損失の計上後固定資産の収益性が回復した
場合に，過年度減損損失の戻し入れの可否
が問題となる．日本基準における取得原
価主義との整合を考えれば，一旦減損損失
を認識し，回収可能価額まで切り下げた帳
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簿価額をスタート地点と仮定した場合，未
実現利益である含み益を反映させる，すな
わち，時価主義会計の思考を取り入れたこ
とを示すため，あくまでも取得原価主義の
下で行われるとされる減損処理の基本的な
枠組みから逸脱するのではないかという懸
念，また，減損損失の認識の判定において，
蓋然性基準のハードルを設けて減損を認識
する可能性を低くしたことにより，相当程
度以上に減損の存在が確実であるにも拘わ
らず，毎期の見直しにより減損損失額が変
動する戻し入れ処理は当該減損の状態に
マッチしないのではないかという懸念もあ
る．他に，単純に事務的負担の増大を防
図表2　減損会計に関する国際会計基

項目
国際会計基準
（IAS第36号） （

継続使
の処分

対象資産

全ての資産（棚卸資産，
工事契約から生じる資
産，繰延税金資産，従業
員給付から生じる資産，
金融資産を除く）

長期性

（金融商
どを除

回収可能性を検討しな
ければならない資産

減損の兆候のある資産 減損の

減損の認識
回収可能価額が帳簿価額
より低いとき

見積将
（割引
が帳簿

減損損失の測定 帳簿価額が回収可能価額
を超える金額

帳簿価
金額

回収可能価額
資産の正味売却価額と使
用価値（見積将来キャッ
シュ・フローの現在価値）
のいずれか高い金額

公正価値 ̶

活発な
価格に
価格が
報に基
りに当
価格お
（見積将
の現在

減損損失の戻し入れ 一定の要件の下で戻し入
れを行う

不可

 （出所）  近田典行『不動産アカウンティング国際動向とわ
部加筆）
ぐという，円滑な事務運用をにらんだ観点
も減損の戻し入れを認めないという論拠と
して推測される．
 これに対し，減損の戻し入れを認容する
論拠には，経済基準のアプローチがこの前
提にある．というのは，減損の兆候のあ
る資産については，減損損失を直ちに認識
するという経済基準のアプローチにおいて
は，資産の回収可能性（時価）を積極的に
反映させることを目的としているため，マ
イナス修正である減損損失の計上のみなら
ず，プラス修正である減損損失の戻し入れ
についても財務諸表に反映させることがベ
ターであるとの考え方に基づいている．
準と米国会計基準の主な相違点
米国基準

SFAS第144号）
用する資産（売却以外
予定資産も含む）

日本基準

資産 固定資産（金融資産，繰
延税金資産，前払い年金
費用などを除く）

品，繰延税金資産な
く）
兆候のある資産 減損の兆候のある資産

来キャッシュ・フロー
前・支払利息控除前）
価額より低いとき

見積将来キャッシュ・フ
ロー（割引前・支払利息
控除前）が帳簿価額より
低いとき

額が公正価値を超える 帳簿価額が回収可能価額
を超える金額

̶
資産の正味売却価額と使
用価値（見積将来キャッ
シュ・フローの現在価値）
のいずれか高い金額

市場における公表市場
基づく価額．公表市場
ない場合には最善の情
づいて見積もる．見積
たっては，類似資産の
よび評価技法の結果
来キャッシュ・フロー
価値など）を考慮する

̶

不可

が国の対応』中央経済社，2002年，p.55より（一
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 次に，減損損失の測定方法について述べ
る．SFAS144号は，回収可能価額を公正
価値と規定しているのに対し，IAS36号お
よび日本基準では，正味売却価額と使用価
値のいずれか金額の大きい方と規定してい
る．一般的に公正価値とは，客観的な市
場価値（時価）を表すものであるが，ここ
には正味売却価額および使用価値に内包さ
れているのれんの金額は含まれていない．
したがって，公正価値，正味売却価額お
よび使用価値のなかで最も金額が小さく
なるのは公正価値である． すなわち，
SFAS144号を採用した場合に減損損失の
計上額が大きくなる可能性が高いといえ
る．
 その他の各基準間の相違点については，
図表2にまとめた．

4．会計基準導入に係る問題点

 ここまでに，減損会計の概要および各規
準との比較を概観してきたが，実際の導入
にあたって問題と考えられる事項がいくつ
か挙げられる．
 第一に，将来キャッシュ・フローの見積
手法や割引率の設定といった，会計学上の
論点というよりは実務上の問題点である．
減損実務が会計基準に先行していたアメリ
カとは好対照をなしており，日本において
は，実務の積み上げが会計基準・実務指針
に収斂されたという導入経緯の自然さがな
い．なお，これに関連して，減損の兆候
の例示，正味売却価額の見積方法，将来
キャッシュ・フローの見積方法，使用価値
の算定に際して用いられる割引率，資産の
グルーピングの方法，供用資産の取扱い，
のれんの取扱い等の細目について，具体的
な指針等については，今後，関係府令を整
備するとともに，企業会計基準委員会にお
いて適切に措置していくことが適当である
「減損会計基準」前文五，2．参照）としてお
り，減損会計の早期適用企業をにらんで，
来年には実務指針が公表されるといわれて
いる．いずれにせよ，日本では実務上馴
染みの薄い測定方法等を用いて減損会計の
実務をこなしていくことになる．
 第二に，監査上の問題が出てくるのでは
ないかということを挙げておく． 将来
キャッシュ・フローの見積り等は，企業に
負担を強いるばかりでなく，監査する側の
公認会計士にも負担の増加を招くことは容
易に想像がつく．当該企業の固有の事情
を把握していなければ，将来キャッシュ・
フローの見積り，割引率，資産のグルーピ
ング等の整合性を検証することも不可能で
あり，また，減損の兆候がないということ
を反証することは可能であるかも疑問に思
う．
 第三に，投資不動産の問題を挙げる．は
じめにでも触れたが，国際会計基準が投資
不動産の時価評価を取り入れているのに対
し，「減損会計基準」では，前文に議論の
論点を示したに止まっており，本文には別
段の定めを設けていない．あくまでも，
取得原価主義の下に行われる減損処理とし
ての整合は保たれているといえるが，会計
基準の国際的調和化という点ではまだ満た
されていない．取得原価主義と時価主義
の対立という図式ではなく，取得原価主義
のなかにいかに時価主義を内包させるかと
いう観点で，国際的調和化が望まれる．
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 本稿は，トピックなテーマである「固定
資産の減損会計」の抱える問題点について
検討してきたが，最後に今後の流れを整理
しておきたい．
 「意見書」では，関係各方面の準備作業，
企業側の受入れ準備が必要であることを考
慮し，平成17年4月1日以後開始する事業
年度から実施されることが適当とし，平成
16年4月1日以後開始する事業年度からの
早期適用も認めており（「減損会計基準」前
文五，1．参照），更に，平成16年3月31日
から平成17年3月30日に終了する事業年
度での適用も妨げないものとしている．
 最も早くて，平成15年度からの減損会
計適用開始も有りうるということで，繰り
返し述べるが，減損の兆候の例示，正味売
却価額の見積方法，将来キャッシュ・フ
ローの見積方法，使用価値の算定に際して
用いられる割引率，資産のグルーピングの
方法，供用資産の取扱い，のれんの取扱い
等について実務指針の策定が急がれると思
われる．
 総資産に占める割合が高いとされる固定
資産の減損会計導入は，資産デフレの状況
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